
報告第１号 

   専決処分事項の報告 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定により、次のとお

り報告する。 

  令和７年６月１０日提出 

                        新城市長 下 江 洋 行   

 

専決第４号 

   和解及び損害賠償の額の決定 

 新城市長の専決事項の指定（平成１７年１１月２４日議決）第１号及び第２号の規

定により、次のとおり専決処分する。 

  令和７年５月２０日専決 

新城市長 下 江 洋 行   

 

１ 事故発生日時  令和７年３月１５日 午後３時頃 

２ 事故発生場所  新城市稲木地内 

３ 賠償する相手方  新城市稲木９１８番地８     

高 井 弘 司 

４ 事 故 の 概 要  稲木地内にて防火広報中に道路が狭隘であったことから前方

及び後方に誘導員を配置して車両を後退させようとしたと

ころ、車両後部が賠償する相手方の格子状フェンスに接触す

るおそれがあったことから、後方誘導員が警笛等で注意を促

した。その際、後方誘導員が後退する車両に押されて体勢を

崩し、当該フェンスに接触して破損させた。 

５ 損 害 賠 償 額  １２７，７１０円  

 



報告第２号 

   令和６年度新城市一般会計予算の継続費に係る繰越計算書 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により、別

紙のとおり報告する。 

  令和７年６月１０日提出 

                        新城市長 下 江 洋 行   



報告第３号 

   令和６年度新城市一般会計予算の繰越明許費に係る繰越計算書 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、別

紙のとおり報告する。 

  令和７年６月１０日提出 

                        新城市長 下 江 洋 行   



報告第４号 

   令和６年度新城市水道事業会計予算の建設改良費に係る繰越計算書 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、別紙

のとおり報告する。 

  令和７年６月１０日提出 

新城市長 下 江 洋 行   

 

 



報告第５号 

   令和６年度新城市下水道事業会計予算の建設改良費に係る繰越計算書 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、別紙

のとおり報告する。 

  令和７年６月１０日提出 

新城市長 下 江 洋 行   

 

 


